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１ 補助制度の概要について 

 1-1 どんな制度ですか 

  ● 省エネ性能に優れた家電への買い換えを促進することにより、電気・ガス等エネルギー価

格高騰に起因した市民生活への負担を軽減するとともに、市民の皆さんの地球温暖化対策の

意識醸成や温室効果ガス排出量の削減を目的とした事業です。 

  ● 一定の基準を満たす省エネ家電に買い換えた人（事業者や団体は除きます。）を対象に、

補助金を交付します。※申請は１世帯あたり１回まで 

 

２ 対象者について 

 2-1 対象者の条件は 

  ● 次の条件に該当する個人（事業者・団体は対象外）です。 

   ・自宅で使用する対象家電を購入した焼津市内に住所を有する人 

   ※申請は１世帯あたり１回まで 

   ・市税を滞納していない人 

 

 2-2 焼津市に引っ越す前に購入した家電は補助対象になりますか 

  ● 対象の省エネ家電を購入した時点で焼津市内に住所を有していない場合は対象外です。 

 

 2-3 世帯主でなくても申請できますか 

  ● 世帯主でなくても申請は可能です。ただし、申請は１世帯あたり１回までです。 

 

 2-4 １世帯あたり１回の『世帯』はどのような基準で決まりますか 

  ● 住民基本台帳上の「世帯」を基準とします。 

 

３ 対象家電について 

 3-1 補助の対象となる「省エネ家電」とは何ですか 

  ● 補助の対象となる「省エネ家電」は、次に掲げる家電製品のうち、日本産業規格C9901に

基づく最新の省エネルギー基準達成率が100％以上のものです。 

   (1) 冷蔵庫、(2) 冷凍庫、(3) 照明器具(LED照明以外のものをLED照明に交換する場合に 

   限ります。)、(4) テレビ、(5) エアコン 

 

 【省エネルギー基準達成率の確認方法】 

  ① 店頭のＰＯＰやカタログで確認 

 

  ② 省エネ型製品情報サイトで確認 
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 3-2 省エネルギー基準達成率とは何ですか 

  ● 省エネ法で機器区分ごとに定められた省エネルギー基準をどの程度達成しているかを 

パーセントで示したものです。この数値が高いほど省エネ性能が高いと言えます。 

 

 3-3 中古品やリユース品は、補助の対象となりますか 

  ● 対象になりません。 

 

 3-4 リース品は、補助の対象となりますか 

  ● リース品その他、補助申請者に所有権が無いものは対象外です。 

 

 3-5 新たに家電を購入した場合は、補助の対象になりますか 

  ● 対象になりません。対象の家電を買い換えた場合が補助の対象です。 

 

 3-6 事務所や別荘に設置する家電製品は対象となりますか 

  ● 対象になりません。申請者の自宅で使用する家電製品が対象です。 

 

 3-7 他の補助制度の対象となった家電製品は、補助の対象になりますか 

  ● 対象になりません。 

 

 3-8 なぜ、冷蔵庫・冷凍庫・テレビ・エアコン・照明器具が補助対象か 

  ● 家電製品別の電力消費割合を参考に決定しました。冷蔵庫、エアコン等で約60％を 

占めています。 

 

 

４ 対象経費について 

 4-1 対象経費は何ですか 

  ● 省エネ家電の本体購入費用、設置工事のための費用が対象経費です。 

  ※販売店等で商品代金から値引きがあった場合（クーポン割引やポイント等を使用した場合

を含みます。）、値引き後の支払額が対象です。 

 【対象外となる費用の例】 

   ・買い換え前の家電の処分費用、撤去費用、リサイクル料 

   ・運搬費、支払の時の振込手数料、諸経費 

   ・消費税及び地方消費税 

 

 4-2 対象となる家電をまとめ買いしたら、それらすべてに補助金が出ますか 

  ● 対象となる家電の購入費用等の合計額で補助金額が決まります。 
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 4-3 買い換え前の家電製品を下取りに出した場合、補助の対象になりますか 

  ● 買換え前の家電製品の家電リサイクル券が発行される場合は、補助の対象となります。 

 

 4-4 購入時に使用したクーポンやポイント分は購入費用（対象経費）に含まれますか 

  ● 本体購入費等の実支出額で判断します。販売店等で商品代金から値引きがあった場合

（買い換え前の家電の下取りによる値引き、クーポン割引やポイント等を利用による値 

引きを含みます。）、値引き後の支払額を対象経費として計算します。 

 

 4-5 購入に伴い付与されるポイントは、購入費用（対象経費）から差し引かれますか 

  ● 購入費用から減額はしません。本体購入費用等の実支払額で判断します。 

    支払金額に応じて付与されるポイントや、クレジットカード会社等が実施する請求額の

減額等については考慮しません。 

 

 4-6 古い（壊れている）家電の処分費は、補助の対象となりますか 

  ● 4-1参照 

 

 4-7 古い（壊れている）家電の処分方法を教えてください。 

  ● 冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、エアコンは、家電リサイクル法の対象製品です。 

    新しい製品を購入する店舗等に廃棄を依頼し、家電リサイクル券を発行してもらって 

ください。 

   ※最寄りの郵便局でリサイクル費用を支払い、家電リサイクル券を受け取り処分する 

こともできますが、購入するお店で引き取ってもらうのが最も簡単です。 

 

 

５ 対象店舗について 

 5-1 家電を購入する店舗・事業所に条件はありますか。どの店舗で買っても対象になりますか 

  ● 焼津市内に所在する店舗・事業所が対象です。 

    領収書に記載される店舗・事業所の所在が焼津市内であり、領収書や保証書等の必要書

類を発行できることが条件です。 

 

 5-2 インターネットを利用した通信販売で購入した場合も対象となりますか 

  ● 対象外です。 

 

 5-3 ネットオークションなどで購入した場合も対象となりますか 

  ● 対象外です。 

 

 5-4 複数の店舗でそれぞれ家電を購入した場合、すべて補助の対象になりますか 

  ● 補助の条件を満たしている場合は、対象となります。 

    ただし、申請は１世帯あたり１回までです。 
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 5-5 エアコンとテレビを別々の日に購入した場合、すべて補助の対象になりますか 

  ● 補助の条件を満たしている場合は、すべて対象となります。 

    ただし、申請は１世帯あたり１回までです。 

 

６ 補助金額について 

 6-1 補助金額はいくらですか 

  ● 補助対象経費（4-1参照）の合計額に応じて補助額が変わります。 

   (1) 合計額15万円以上       補助額３万円 

   (2) 合計額10万円以上15万円未満  補助額２万円 

   (3) 合計額５万円以上10万円未満  補助額１万円 

  【補助額３万円の例】 

   例① 152,000円(税抜)の冷蔵庫を１点購入 

   例② 140,000円(税抜)のエアコン１点+20,000円(税抜)の設置工事 合計160,000円 

   例③ 140,000円(税抜)の冷蔵庫 １点+140,000円(税抜)のテレビ １点 合計280,000円 

   ※ 申請は１世帯あたり１回までです。例③の場合、２万円の補助を２回受けること 

はできません。 

 

７ 対象期間・受付期間について 

 7-1 いつからの購入が対象ですか。既に買ってしまった家電は対象になりますか 

  ● 令和６年２月17日以降の購入が対象です。それより前に購入したものは対象外です。 

 

 7-2 補助申請の受付期間はいつからですか 

  ● 令和６年３月８日から補助申請を受け付けます。申請書類の提出は、必ず郵送で行って

ください。 

 

 7-3 申請できるのはいつの時点ですか 

  ● 対象の省エネ家電を購入し、設置工事が終了した時点で申請が可能となります。 

    対象機器の設置工事前に申請することはできません。 

 

 7-4 令和７年１月に購入し、機器の設置工事が２月以降に終了した場合は対象になりますか 

  ● 対象になりません。対象製品を令和７年１月19日までに購入し、納品や設置工事を完了 

して申請書類を令和７年１月31日までに提出する必要があります。 

 

 7-5 この事業はいつまでやっていますか 

  ● 令和７年１月19日までの購入に対する補助ですが、受付期間内でも申請額が予算額に 

達した時点で受付を終了します。 
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８ 手続きについて 

 8-1 事業についての問合せ先はどこですか 

  ● お問合せは、専用のコールセンターへお願いします。 

    コールセンターTEL ：０１２０－９５５－８２５（平日 ９時～17時) 

 

 8-2 申請書類の提出方法は 

  ● 郵送で提出してください。 

 〒４２０－０８５７ 

    静岡市葵区御幸町８－１ ＪＡＤＡビル３階 

    焼津市省エネ家電買い換え促進事業事務局 宛て 

 

９ 必要となる書類について 

 9-1 必要書類は何ですか 

  ● 申請には次の書類が必要になります。 

   (1) 交付申請書兼実績報告書 

   (2) 誓約書兼同意書 

   (3) 領収書等の写し 

※ 領収書の写しに購入日、購入店舗の名称、購入金額の内訳が記載されていない 

場合は、購入日等が分かる書類を併せて添付してください。 

   (4) 製造事業者（メーカー）が発行した保証書の写し 

   (5) 家電リサイクル券の写し（照明器具を除く） 

※ 発行日が令和６年２月17日以降のもの 

   (6) 交換前の写真（照明器具のみ） 

   (7) 買い換え後の補助対象家電の設置状況が確認できる写真 

   (8) その他市長が必要と認める書類 

 

 9-2 必要書類の領収書やレシートはコピーでもよいですか 

  ● コピー(写し)を提出してください。なお、原本を提出された場合、返却はいたし 

ません。 

 

 9-3 領収書等について、詳しく教えてください 

  ● 申請者が焼津市内に所在する店舗で対象家電を購入したことが証明できるもので、購入

した製品名や支払金額の内訳が記載されたものが必要となります。領収書に必要事項の記

載がない場合は、それらが記載された書類等を併せて添付してください。 

 

 9-4 領収書等を捨ててしまいました。申請はできますか 

  ● 領収書等の書類が無い場合は申請できません。購入店舗へお問合せください。 
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 9-5 製造事業者が発行した保証書とは何ですか 

  ● 製品に添付されている保証書です。 

    購入日、購入店舗の所在地・名称が記載してあることを確認してください。 

  ● 申請者の住所氏名、購入日を記載してからコピーしてください。 

  ● 家電量販店等が独自に実施する保証とは別のものですので、ご注意ください。 

 

 9-6 製造事業者の保証書はコピーでも良いですか 

  ● コピー(写し)を提出してください。なお、原本を提出された場合、返却はいたしませ

ん。 

 

 9-7 補助金の振込先の口座は本人名義以外のものでもよいですか 

  ● 補助金の振込先口座は、申請者本人名義のものに限ります。 

 

 9-8 補助金の振込先として使える金融機関を教えてください 

  ● 原則、国内の金融機関であれば対応可能です。 

 

 9-9 申請から補助金が振り込まれるまで、どのくらい時間がかかりますか 

  ● 申請書類に不備がなければ、書類が到着してから約２週間後に交付決定兼確定通知書を 

送付します。 

  ● 交付決定兼確定通知書を受理後、請求書を送付いただきます。請求書が到着してから 

約２週間後に指定口座へ振り込みます。 


